
特定創業支援等事業を受けたことの証明に係る対象者について 

 

 このことについては、改めて、以下のとおり、お示ししますので、ご留意くださいま

すようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他対象外となる事例】 

・事業承継等で、会社を新たに引き継ぐ場合や第二創業など。 

・現に事業を営んでおり、新た別事業を立ち上げる場合。 

 

【備考】 

・申請者の状況の判断基準については、証明書発行申請日時点とします。 

これから、事業を営

む予定の者 

（個人事業主及び会

社を設立する者） 

 

発行対象 

 発行対象外 

６か月以内に創業予定 

６か月以上先に創業予定 

個人事業主として、

既に事業を営んでい

る者 

発行対象 

 発行対象外 

創業後、５年未満 

創業後、５年以上経過 

会社を設立して、 

既に事業を営んでい

る者 

発行対象 

 発行対象外 

事業開始から５年未満 

（法人成りをした方は、個人事業主として事業

を開始した期間を含む） 

事業開始から５年以上経過 

（法人成りをした方は、個人事業主として事業 

を開始した期間を含む） 


